
 

 

 

※従業者の方は、以下の２つ（①・②）の申し込みが必要です 

 

ご出産 

① 各企業での利用申請『きらきらキッズ利用申込書』 

 出産後からご提出いただけます 

 ご提出先は各企業の申し込み窓口です↓ 

医療法人 佑心會職員 ⇒ 医療法人 佑心會 事務所 

                Tel：(089)978－0783 

ミウラグループ社員 ⇒ 三浦工業株式会社 人事部労務課 

                Tel：(089)979－7010 

社会福祉法人 福角会職員 ⇒ 福角会本部事務局 人事課 

                Tel：(089)978－5855 

 申込用紙は上記の各企業窓口 またはきらきらキッズにございま

す（きらきらキッズホームページでもダウンロード出来ます） 

 ご提出されると、申込書の内容が利用受付名簿に登録されます 

※ この申込書の受付は、入園を決定するものではありません 

※ 年度末に行われる三企業での運営協議会にて、次年度の入園

予定者が決定いたします 

 

 

入園希望月の 

2 か月前 

② 松山市への入園の申請『支給認定申請書兼入園申込書』 

 入園希望月の 2 か月前の 25 日までに提出が必要です 

例えば… 5 月入園希望の方は 3月 25 日が〆切日になります 

（4 月入園希望のお子様は〆切日が違いますのでご注意ください） 

 きらきらキッズまたは松山市役所保育幼稚園課で受付できます 

 申込書といっしょに保育に欠ける証明書類（勤務証明書など）が

必要になります 

 申込用紙・証明書類等の用紙は、きらきらキッズまたは松山市役

所保育幼稚園課にございます 

 ご提出されると、市が利用調整をおこないます 

※ 入園希望月の 2 か月前頃にきらきらキッズよりご連絡を差

し上げます 

入園希望月の 

前月中旬頃 
 市から「利用調整結果通知書」（入園の決定）が郵送で届きます 

入園希望月の 

前月中旬以降 

 入園決定後、保護者の方からご入園先の保育園へご連絡していた

だき、入園前オリエンテーションや利用契約をおこないます 

 

 

 

 

☆各企業の従業者の方には保育料の補助があります（5,000 円／月）☆ 

きらきらキッズへ入園を希望される従業者の皆さま 

０歳 8 か月から 

入園できます 


